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作成日：令和４年４月１９日 

 

「京都市建設局週休２日モデル工事」に関するＱ＆Ａ 

 

＜Ｑ＆Ａ利用上の留意事項＞ 

１ Ｑ＆Ａの記載内容は，予告なく変更・移転・削除する場合があります。 

２ Ｑ＆Ａの記載内容は，標準的な考え方を示していますので，入札公告や特記仕様

書等で特別に記載されている内容が優先となります。 

 

Ｑ１： 施工箇所点在型の工事は，各施工箇所毎に週休２日を判断しますか？それとも１工

事として判断しますか？ 

Ａ１： 施工箇所が点在していても，週休２日については，工事全体として１工事単位で判

断します。 

 

Ｑ２： 作業を分散して，現場閉所日を確保した場合についても，週休２日を達成したこと

になりますか？ 

Ａ２： 一連の作業において週休２日を確保することを原則としていますので，作業を一定

行わない期間は，不稼働期間として対象期間から除外します。ただし，養生期間を確

保するための作業休止など，工事に必要な期間は対象期間に含まれます。 

 

作業例 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

作業日                     

不稼働日                     

 

  ※ 一連の作業が極端に短く，不稼働期間が極端に長い工事は，「京都市建設局週休２日

モデル工事」の対象外となる場合があります。 

 

Ｑ３： 除草作業等で同じ箇所を２回に分けて作業する場合，対象期間の考え方はどのよう

になりますか。 

Ａ３： １回目の作業と２回目の作業の間に，作業を一定行わない期間が発生する場合は，

不稼働期間として対象期間から除外します。 

 

例 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

作 業 期 間             

不稼働期間             

 

 

１回目作業 ２回目作業 
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Ｑ４： 他官公庁発注の請負事業者と随意契約する工事は，週休２日モデル工事の対象とな

りますか。 

Ａ４： 他官公庁発注の工事が，現場閉所による週休２日工事（週休２日交代制モデル工事

は除く）の場合に限り，週休２日モデル工事の対象とします。 

 

 

 


